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急性弛緩性麻痺（AFP）の情報提供について（周知） 

 

ポリオを除くAFPについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成10年法律第114号。以下「法」という。）第12条第１項の規定に

より、AFPを診断した医師が届出を行うよう義務づけられています。 

同項の規定に基づき届出のあったAFPの症例について、国立感染症研究所への

情報提供依頼を感感発0822第20号においてお示ししているところですが、令和

７年４月より新たに国立健康危機管理研究機構に改組されたことも踏まえ、改

めて国立健康危機管理研究機構から求めがあった場合は、積極的疫学調査で収

集した情報を「急性弛緩性麻痺症例60日後追跡報告書」を用いて、法第15条第13

項の規定に基づき、当該機構へ提供していただくようお願いいたします。 

また、令和7年11月に開催された第31回WHO西太平洋地域ポリオ根絶認定委員

会において、AFPサーベイランスの重要性が改めて指摘されたところであります。

AFPの届出に関しては、ポリオ様麻痺に加え、急性弛緩性脊髄炎、急性脳脊髄炎、

急性脊髄炎、ギラン・バレー症候群、急性横断性脊髄炎、Hopkins症候群等が急

性弛緩性麻痺（AFP）の届出基準の対象となることについて改めて周知いたしま

す。 

貴職におかれましては、貴管内市町村、関係機関等へ周知いただき、その実施

に遺漏なきようお願いいたします。 

なお、本通知については、公益社団法人日本医師会にも共有しておりますこと

を申し添えます。 

 

 

（参考１）「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第

１項及び第14条第２項に基づく届出の基準等について」（平成18年３月８日付

け健感発第0308001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）の別紙「医師及

び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」（抜粋） 

 

急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く。）  

（１）定義 

ウイルスなどの種々の病原体の感染により弛緩性の運動麻痺症状を呈

する感染症である。 



  

（２）臨床的特徴 

多くは何らかの先行感染を伴い、手足や呼吸筋などに筋緊張の低下、筋

力低下、深部腱反射の減弱ないし消失、筋萎縮などの急性の弛緩性の運動

麻痺症状を呈する。発症機序が同一ではないが、同様の症状を呈するポリ

オ様麻痺、急性弛緩性脊髄炎、急性脳脊髄炎、急性脊髄炎、ギラン・バレ

ー症候群、急性横断性脊髄炎、Hopkins症候群等もここには含まれる。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見か

ら急性弛緩性麻痺が疑われ、かつ、（４）届出に必要な要件を満たすと診

断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を７日以内に行わ

なければならない。  

イ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者の死体を検案した結果、症状や

所見から、急性弛緩性麻痺が疑われ、かつ、（４）の届出のために必要な

要件を満たすと判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出

を７日以内に行わなければならない。  

（４）届出に必要な要件（３つすべてを満たすもの） 

ア １５歳未満 

イ 急性の弛緩性の運動麻痺症状を伴って死亡した者、又は当該症状が２

４時間以上消失しなかった者 

ウ 明らかに感染性でない血管障害、腫瘍、外傷、代謝障害などでないこ

と、及び痙性麻痺でないこと 

 

（参考２） 

〇「急性弛緩性麻痺を認める疾患のサーベイランス・診断・検査・治療に関する

手引き」（第３版） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001446930.pdf 

〇厚生労働省ホームページ 感染症法に基づく医師・獣医師の届出基準 

急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く。） 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-

180413.html 

〇感染症対策部フォトレポート 

（第 31回 WHO西太平洋地域ポリオ根絶認定委員会（RCC）） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/

kekkaku-kansenshou/photo_report_06index.html 

https://www.mhlw.go.jp/content/001446930.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-180413.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-180413.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/photo_report_06index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/photo_report_06index.html

